
                       
平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ ６ 日 

土地・建設産業局 建設市場整備課  
 

「建設産業生産性向上支援事業」における 
ステップアップ支援の対象案件を公募します 

～生産性向上に関するモデル性の高い取組への重点的な支援～ 
 
 
 
 

 
                      
  

今回の公募の概要は以下のとおりです。 
 

１．ステップアップ支援の対象となる取組み 

 中小・中堅建設企業等が行う、生産性向上に関するモデル性の高い取組みが支援の

対象となります。 

２．支援額 

 一案件あたり上限１００万円を支援します。 

（※具体的な支援額は、事業の計画と支援要望額の内容等を精査し決定します。） 

３．公募期間 

 平成２９年５月１６日（火）～６月３０日（金）（※当日必着） 

４．主な申請要件 

・ 複数の中小・中堅建設企業または中小・中堅建設関連企業（測量業、建設コンサル

タント業、地質調査業）から構成されるグループ（連携体）での取組みであること。 

・ 平成２９年度から起算して、概ね３年程度の明確な行動計画及び目標数値を設定で

きる取組みであること。 

・ 本事業において国土交通省とパートナー協定を締結している機関からの推薦を受

ける取組みであること。 

・ 支援額と同額以上を自己負担すること。 

（※詳細は添付資料「ステップアップ支援対象事業募集要領」をご参照下さい。） 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

  国土交通省 土地・建設産業局  

建設市場整備課 大島、中野（内線２４８２４、２４８２６） 

         ＴＥＬ ０３－５２５３－８１１１【代表】 

         直 通 ０３－５２５３－８２８１  

         ＦＡＸ ０３－５２５３－１５５５   

 国土交通省では、地域社会を支える中小・中堅の建設企業及び建設関連企業（測量業、

建設コンサルタント及び地質調査業）を支援するため、「建設産業生産性向上支援事業」

を実施しております。 

 今般、生産性向上に関するモデル性の高い取組みに対する重点的な支援である「ステ

ップアップ支援」の対象となる案件を公募します。 


